啓林館から頂いたお返事の一部と、教科書会社＆文部科学省のHPからの抜粋です。
しりょうていきょう つとむ

学習指導要領と学習指導要領解説の違い（文部科学省HPより）

学習指導要領（文部科学大臣公示）
我が国の学校教育においては，各学校が編成する教育課程の基準として文部科学省が学習指導要領を定めており，教科書は，この学習指導要領に示された教科・科目等に応じて作成されています。各学校においては，教科書を中心に，教員の創意工夫により適切な教材を活用しながら学習指導が進められています。

学習指導要領解説（文部科学省著作物）
平成元年度までは「指導書」としていたが，学習指導要領と同様の拘束力を持つと誤解されるとの指摘もあったため，その位置づけを一層明確にする観点から，高等学校と同様に「解説」に改めた。
解説の冒頭には「各学校においては，本書を御活用いただき，学習指導要領等についての理解を深め，創意工夫を生かした特色ある教育課程を編成・実施されるようお願いしたい。」　　　
　
教科書とは（啓林館より）

教科書の検定に通った内容というのは，先生のおっしゃる通り，「このような教え方がありますよ。」と提案しているものでして，もちろん他の教え方を否定するものではございません。教科書の内容というのは，先生方から頂いたご意見によって改良を重ね，授業がうまくいく確率が高いことが保証されていたり，一通り扱えば学習指導要領の内容を抜け漏れなく学習できたりするものになっております。

しかし，教科書の内容はあくまで一例であって，各クラスの実態によっては別の内容で学習を進めることが最適という場合もあるかと思いますので，先生方の工夫で自由にご指導いただければと思います。 

単元の学習内容を把握し、クラスの児童のことを思い浮かべながら、自分で授業の構成・流れを考える。上手く教科書を利用しながら、授業を進めていき、反省点や改善点を次回に生かしていく。この繰り返しが大切なのかなと思っています。良く言われますよね、「教科書を教えるのではなく、教科書で教える」と。そのことですね。

業者ドリル・テストの教科書準拠について（啓林館より）

ワークやテストの「教科書準拠」というのは，弊社からは特にチェックなどは行っておりません。ワークやテストを発刊している会社様のほうで，弊社の教科書に合っていると判断して，「準拠」と記載しております。（そのためおそらく「啓林館」ではなく，四角囲み等で「啓」や「啓林」とだけ書かれているのではないでしょうか。）
もしワークやテストの内容で弊社の教科書と合っていないのではないかと思われる箇所があれば，それらの会社様にご指摘していただけますと，おそらくより良い商品になっていくのではないかと思います。
ちなみに，弊社でも教材制作の部署から問題集やテストを発刊しておりまして，こちらは社内で制作している分，教科書内容との齟齬が多少は起きづらくなっているかと思います。

算数用語について（啓林館より）

[bookmark: _GoBack]「用語・記号」に関しましても，学習指導要領に明記されているものは、指導要領で当該学年以上のことを扱う場合には，発展内容であることを明示して，一律に指導する内容とはしないというルールが適用されます。また，学習指導要領に明記された「用語・記号」は教科書内で必ず取り扱う必要がございます。学習指導要領に明記されていない用語・記号の取り扱いに関しては各教科書会社の裁量によるものとなっております。

ただ，学習指導要領に明記されていないものでも，算数の概念形成やその後の学習事項との関連で取り扱った方がよいものは多くございますので，適宜取り扱うようにしています。教科書会社としては，授業における用語・記号の取り扱いをこうしてください，と強制できるものではありませんので，状況によって柔軟にご対応いただければと思います。

「わる数×商+あまり=わられる数」につきましては，この式を暗記し，機械的に数を当てはめることを意図するものではございません。ただ，理解した内容を多くの人に伝わる言葉で説明できることには、一定の価値がありますので，「わる数」などの用語を取り扱っております。

学習指導要領には掲載されていない「教科書会社独自の算数用語」の例としては、一つ分の数、いくつ分の数、かける数、かけられる数、わる数、わられる数、くらべる量（くらべられる量・比かく量）、もとにする量（基準量）などがあります。それ以外でも、「はした」は意味不明、「ならす」はまだ分かりそう、「ひご」や「かさ」は年寄りしか分からない。また「割合、筆算、暗算」の用語の使い方は、通常と異なる意味で使われています。

偶数と２の倍数が異なっていることについて（啓林館より）
偶数や倍数の定義についてご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。
先生のお考えも、今後の算数・数学の学習のことを考えると、よいご指導なのではないかと思います。この度は貴重なご指摘をくださり、誠にありがとうございました。今後ともご意見・ご質問などございましたら、ご指導のほど何卒よろしくお願いいたします。

２の倍数は、偶数と同じことで、「０」を含んでいるのは当たり前のことですが、教科書には、何故か「倍数には0は含めないことにします」とあります。何故含めないことにしているか、また私からの提案等は長くなるので省略しますが、倍数に０も入ると教えることは、構わないそうです。(学習指導要領には、掲載されていないこともあり、実際の取り扱いについて、指示できる内容ではないかららしいです)。
実は、５年生で0を奇数に入れている児童が多くいたので、質問したところ「0は2の倍数でないから奇数」と答えました。そうか、「偶数は2の倍数だ」と正しく理解していると、奇数を選んでしまうのかと……残念に思いました。偶数と奇数の違いより、倍数には0を含めないことの方が強くインプットされてしまうことが分かりました。

図形の包含関係について（啓林館より）
図形の包摂関係については，たしかに朱註で触れていない箇所もございました。
今後は指導書にも可能な限り記載するようにいたします。ご指摘ありがとうございます。
３年生下Ｐ69　色紙を2つに折ったあと線を引いて切る作業で、
かいとさんが、「二等辺三角形を書いたり作ったりする時、
正三角形になる時もあって面白かったです」とあります。

この内容は何を含んでいると思いますか …… 指導書には、何も書いてありません。
指導書第２部詳細には、「正三角形が二等辺三角形の特別な場合であることに気づいた児童がいれば認めるようにすると良い」とあります。正しい内容なのにおかしな言い回しです。

[image: ]正三角形が二等辺三角形の特別な場合とは、正三角形は二等辺三角形に含まれるということです。先生方は当然理解していると思っているそうで、教科書や指導書には記載してありません。小学校では、混乱させないために図形は、それぞれ独立していて、図形の包含関係にはあえてふれていません。小学校で、そう教えるのは構わないと思いますが、本当に正しい内容を理解している、あるいは気がついた児童には、それは正解ですと伝えて頂きたいです。もちろん、長方形と正方形の関係、ひし形や平行四辺形など他の四角形の関係も同じになります。

概数に約をつけることについて（東京書籍Q＆Aより）
Ｑ：4年「がい数の使い方と表し方」の問題で、概数を答えるとき、概数の前に「約」をつけなければいけないのでしょうか。

Ａ：4年「がい数の使い方と表し方」の単元では、答えが概数であるかが明確になっていない場合は、答えに「約」をつける必要性が高いと考えますが、問題文で「がい数にしましょう」と概数で答えることが明確な場合は、答えに「約」をつけていません。それは、概数で答える数に必ず「約」をつけますと、概数を答える問題では必ず「約」をつけなければいけないという誤解や、「約」がついていない数は概数でないという誤解を生む恐れがあるからです。
　一部例外として、「新しい算数」4上ｐ.123△1は、初めて概数を学習する場面であるため、四捨五入して処理した数が概数であることを明確に意識づけるために、答えに「約」をつけています。
日常で目にする道路標識、案内板などの「〇〇5km」などといった表示は概数ですが、一般に、「約」はついていません。また、2、3年の長さ、かさ、重さの学習で計器の目盛りを読むときに、目盛りと目盛りの間の数について目盛りの近い方で読んで数量を表します。すなわち、測定値は概数ですが、「約」や「およそ」をつけないで表してきています。このように、日常場面、既習場面で概数と出合ったり使ったりしてきていますが、「約」をつけないで表すことが多々あります。これらのことから、概数であることが明確な場合には、「約」をつけなくても差し支えないと考えます。
ただし、教師用指導書の答えに「約」がついていないところで、「約」をつけても誤りではありません。指導者の裁量で柔軟に取り扱うべきことと考えます。
何でもかんでも、「約」や「およそ」を付ける必要はないということですね。

小数なのに 上から1けた目とは いったい何のこと？（大日本図書よくある質問）

Ｑ：例えば商が0.857のようになって，これを上から2けたの概数にするという問題だった場合，どの位を四捨五入するのですか。一の位の0は，考えるのですか。

Ａ：この場合，0は有効数字ではありません。したがって，小数第一位の8から1けた目と数えます（日本数学教育学会編著「算数教育指導用語事典」p.92　昭和59年発行）。本教科書では，このような混乱を避けるため，この種の問題は扱っていません。

上から何けた目という表現は、算数用語ですので数学にはありません。従って、「上から2けた」という言葉を将来使うことは、100%ありません。また、有効数字につながる内容にもなっていません。

演算記号や等号、分数の書き順について（東京書籍Q＆Aより）
以前は「確かでないことは教科書には載せない」との立場から、演算記号や分数の筆順など、明確な筆順が存在しないものについては教科書には載せておりませんでした。しかし、「児童に好きな筆順で書いてよいと指導すると、混乱が生じることもあるので、正式な筆順がないとしても、何らかの筆順を示して欲しい」との要望も多く、現在の教科書では、「＋、－、×、÷」などの演算記号や等号、「％」の記号、分数などについても筆順を示すようにしています。また、わり算の筆算については、教科書ではなく、教師用指導書に筆順を掲載しています。

ただし、示されている筆順は、あくまで筆順がわからないことによる児童の混乱を防ぐためのものであり、単なる一例にすぎません。必ずこの通りに書かねばならないというものでも、そのように指導しなくてはならないというものでもありません。（途中略）

　繰り返しになりますが、上記に紹介いたしました筆順のいずれも、正式なルールではありませんので、学級や児童の実態に応じて柔軟な取り扱いをすることが肝要かと考えます。

左利きの方が×を書くときは、左の斜線からの方が自然ですね。教科書記載の書き順の例が、絶対ではないということです。でも、教師がこの順で書くと、書きやすいからお薦めだよと伝えるのは、構わないことだと思います。

補助記号の書き方（東京書籍Q＆Aより）
補助数字の書き方には様々な方法がありますが、正式なものはありません。したがいまして、教科書では、一般的に通用しているもの、計算の誤りが少ないもの、以後の学習においても適用できるものなどを判断基準とし、教科書のような表記にしました。

なお、教科書に掲載するにあたって、補助数字の書き方自体も「厳格に指導すべき内容」として受け止めてしまうなどの誤解を避ける必要があります。補助数字の位置づけとして、あくまで、計算結果を正確に求めるための便法の１つとして取り上げていることを明確にするために、枠の外に置き、吹き出しで紹介するなど、抑えた表現方法で記しました。このように、補助数字は必ず書かなければならないものではなく、学級の実態や先生方の教材観に基づいて、柔軟に対応していただくべき内容であると考えています。

文部科学省配布の書き順ワークシートの最後には、「アルファベットの書き順は参考に示したもので、決まりはありません。あなたが書きやすいように書きましょう。」とあります。
また、教科書に書き順①②③とあるのは、いちいち鉛筆を離すという意味ではありません。
九九の唱え方（東京書籍Q＆Aより）

九九の唱え方には様々なものがあります。私どもでは、教科書を編集するにあたり、算数をご研究されている先生方を中心に広く情報を集め、最も一般的であると判断した唱え方を教科書に掲載しています。しかしながら、先述しました通り九九の唱え方には様々なものがあり、正しい唱え方というものは定められません。九九を唱える目的は正しい積を得ることですので、先生方や児童に分かりやすい唱え方でご指導いただくことが適切であると考えます。
　なお、かつては各地域の唱え方を尊重し、教科書には九九に振り仮名を付けていませんでしたが、一斉唱和など学級内で統一する必要性を考慮して、現在のように振り仮名を付けるようにしています。
正しい積を得ることが目的なので、一人ひとり唱える時は、自由だということですね。

教師の指導書は検定を受けていない（中央公論　2015年12月）

教科書指導書は、検定を受けないため、何を書いても許されるのです。教材として使われるドリルやワーク等も、正解を一方に固定するものが使われている訳です。それくらい深く浸透しています。
左巻「教師が使う指導書に、『こう教えるように』と書いてある場合があるんですよ。教科書は検定を通らないと使えませんが、指導書は検定を受けないので、何を書いても許されるんです」
川端「少なくとも、教科書会社は『小学生の間は順序を固定しなければいけない』と考えている訳ですね。これはもう、現場の教師レべルではどうしようもなくて、教材として使われるドリルやワーク等も、正解を一方に固定するものが使われている訳です。それくらい深く浸透している。わからないのは、『こうした非合理的な信念はどこから来るのか？』ということです。結局、中学生になればどっちでも正解になります。というか、そんなことは先生も気にしなくなる」
左巻「昔は、そんな教え方は無かったと思います。マイナーな指導法が、いつの間にか拡散していったのかもしれません。掛け算をイメージし易く教える導入場面はあってもいいと思いますが、順序をずっと固定化・強制して、逆に答えると『掛け算の意味を理解していない』と×にするのは、直ぐに止めてほしいですね」

指導書・スキル・業者テストは、すべて非公認です。模範解答ではなく、解答例です。評価をしっかり考えても、評価するためのテストが他人任せであったら………。なお、上記内容はかけ算の順序についてですが、大磯小学校では、かけ算の順序とたし算の順序は、ともに順不同となりましたので、問題はなくなりました。
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